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令和５年度第２回定期監査(教育委員会事務局及び学校)の結果に関する報告について 

 

 

 標記の件について、地方自治法第１９９条第１項及び第４項の規定に基づき監査を実

施したので、同条第９項の規定により、監査の結果に関する報告を提出いたします。 

 なお、本監査には、令和５年１０月１１日までは、工藤きくじ前監査委員及び江口ひ

さみ前監査委員が関与し、令和５年１０月１２日から令和６年２月７日までは、峯岸良
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第１ 定期監査の実施概要 
 

 １ 監査の種類 
  （１）監査の名称 

令和５年度第２回定期監査（教育委員会事務局及び学校） 

（２）根拠法令 

地方自治法第１９９条第１項及び第４項 

  

２ 監査実施期間 

   令和５年９月２２日（金）から令和６年２月７日（水）まで 

 

３ 監査の対象 

財務に関する事務の執行（令和４年度及び令和５年度） 

 

４ 監査実施箇所 

教育委員会事務局、図書館及び学校    別表のとおり 

 

５ 監査の実施内容 

  葛飾区監査基準に準拠し、監査対象課から提出された関係書類等を調査するととも

に、必要に応じて関係職員からの説明聴取等の方法により監査を実施した。 

このほか、学校については、施設・設備の維持管理の状況等を実地調査の方法により

監査を実施した。 

 

６ 監査の項目及び主な着眼点 

（１）教育委員会事務局及び図書館 

ア 予算及び支出事務 

（ア）予算は計画的かつ効率的に執行されているか。 

（イ）支出負担行為及び支出手続は適正に行われているか。 

（ウ）予算目的に反する支出はないか。また、年度区分及び予算科目を誤って執行

しているものはないか。 

（エ）資金前渡、概算払等の支出、精算は適正に行われているか。 

イ 契約事務 

（ア）契約の時期、方法及び手続は適正か。また、納期の設定は適切か。 

（イ）契約の予定価格は公正、妥当に算出されているか。 

（ウ）契約は確実に履行されているか。また、検査、立会いは厳正に行われている

か。 

（エ）履行確認後の支払は迅速に行われているか。  

（オ）不経済な物品の購入はないか。 
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（カ）証拠書類の保管は適切に行われているか。 

ウ 収入事務 

（ア）収入の確保及び収入手続は適正に行われているか。 

（イ）調定額の算定及び調定の時期、手続は適正か。調定漏れはないか。 

（ウ）領収書の取扱いは適正か。 

（エ）滞納整理に努力が払われているか。また、不納欠損処分は適正に行われてい

るか。 

エ 現金出納事務 

（ア）現金の出納、保管及びその取扱いは適切か。また、現金出納簿への記帳は適

切に行われているか。 

（イ）収納金は適切に保管され、また、遅滞なく指定金融機関に払い込まれている

か。 

オ 給与・旅費関係事務 

（ア）各種手当等の支給額の積算根拠となる日数、時間数等は関係書類と合致して

いるか。 

（イ）給与関係書類は整備されているか。 

（ウ）庶務事務システムによる休暇、超過勤務等の管理は適正に行われているか。 

カ 財産管理事務 

（ア）財産の維持、管理は適正に行われているか。 

（イ）財産台帳は調製され、金額、面積等が正確に記録されているか。 

（ウ）行政財産の使用許可は適正に行われているか。また、収入の確保は適切か。 

キ 物品管理事務 

（ア）物品の出納、保管及び供用等は適正に行われているか。特に郵券等の金券類

の保管、供用物品受払書への記帳は適切に行われているか。 

（イ）財務会計システムによる備品登録等は適正に行われているか。 

ク その他 

指摘事項や意見・要望事項を踏まえた適正な財務事務等の執行がされているか。 

 

  （２）学 校 

監査の項目及び主な着眼点は、（１）の教育委員会事務局及び図書館の監査の項

目及び主な着眼点に次の「学校施設等管理」を加え、「収入事務」に代えて次の

「就学援助費等支給事務」とした。 

ア 学校施設等管理 

（ア）学校の施設及び設備等について、児童・生徒等の安全確保上の危険がないか。 

（イ）学校の施設及び設備等について、法令違反がないか。 
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イ 就学援助費等支給事務 

（ア）就学援助費等の支給は適正に行われているか。 

（イ）就学援助費等を学校で管理する際の現金の保管は適切に行われているか。 

 

第２ 定期監査の結果 

 

１ 指摘事項 

    監査の結果、次のような不適切な事例が見られたので、所要の措置を講じるととも

に、再発防止に向けた取組を求める。 

 

（１）支出及び現金出納事務を適正に行うべきもの 

  支出手続きの遅延に伴う過年度支出（２件） 

   支払手続の遅れは、区民に不要な負担をかける行為であり、区への信頼を損ない、

予算執行上の事故にもつながりかねないものである。また、過年度支出は会計年度

独立の原則の例外であることを踏まえ、地方自治法第２０８条の規定に基づく適切

な事務処理を行われたい。 

     

（ア）令和４年度単学級水泳監視補助員謝礼において、未払いの活動報告書が定期 

  監査時にみつかり、令和５年度予算で支払った。       （地域教育課） 

 

（イ）令和４年度就学援助費(上平井中）について、担当者が令和４年３月２４日実 

  施の報告書をしまい込み、出納閉鎖後の６月に未支給が発覚した。 （学務課） 

  

（２）契約事務を適正に行うべきもの 

ア 契約手続（契約変更手続きを含む）を行う前の発注等（４件） 

   次の４件の事例は、いずれも契約手続きを行う前の発注または変更を行った事

例であり、加えて、特命随意契約の審査を受けないまま契約手続きを行ったもの、

適切な予算措置を行わずに契約手続きを行ったもの、誤った書式により契約を交

わしたものなどが関連した事例である。 

   適正な契約手続を経ていない契約は、区としての意思決定の正当性を確認でき

ない極めて不適切な事務処理である。 

   下記に示す内容を再確認するとともに、規定に則した事務処理を遵守し、不適

正な事案が発生しない事務処理手順及びチェック体制を構築されたい。 

契約手続きについては、葛飾区契約事務規則第４３条では、「契約担当者は、

競争入札により落札者が決定したとき又は随意契約の相手方が決定したときは、

遅滞なく契約書を２通作成しなければならない。」とされ、同規則第７４条の２

では、「契約の締結の請求、通知等の経理については、別に定める場合を除き、
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財務会計システムにより行うものとする。」と規定している。 

   特命随意契約については、葛飾区契約事務規則第４条（別表第１）において、

予定価格が３０万円以上の契約は契約管財課契約とされているが、特命随意契約 

の要件に該当する場合は、各部局の長又は各主管課長に契約事務が委任されてお

り、その契約締結にあたっては、事業者を選定した理由を明記した特命随意契約

理由書を作成し、文書管理システムで随意契約の可否について契約管財課の審査

を受けたうえで、財務会計システムで処理を行うこととされている。 

予算執行の原則については、葛飾区予算事務規則第１５条第２項において、

「歳出予算は、配当又は令達により行うものとし、その金額をこえて支出負担行

為をしてはならない。」と規定されており、予算措置されていない場合や予算額

が不足している場合は、契約することはできない。 

 

（ア）令和４年度「葛飾区立葛美中学校管理諸室ＧＨＰ冷暖房機に関する部材の購 

  入」（５１０，９８９円）について、契約手続を行わないまま発注し、納品さ 

せ、履行確認後に契約手続を行っていた。また、特命随意契約であるにもかか 

わらず、契約管財課の審査を受けていなかった。さらに、費用については、予 

算措置がされていないため予算流用の手続をしなければならなかったが、財政 

課の了承を得ないままその手続きを怠り発注していた。    （教育総務課） 

 

（イ）令和４年度「端末入替に伴う葛飾区奨学資金管理システムの移行作業委託」 

（１７６，０００円）について、契約手続を行わないまま発注し業務を行わせ、 

履行確認後に契約手続を行っていた。また、契約期間が３か月を超える内容を 

兼用請書により処理していた。               （教育総務課） 

 

（ウ）令和４年度「パイン板他の購入」（１７３，９１５円）ほか３４件について、 

      口頭により発注し、契約手続を行わないまま納品及び履行させていた。また、 

      不適切な発注を行っていたことが原因で、教育委員会から令達された予算を超 

      えて執行していた。                    （金町小学校） 

 

（エ）令和５年度「ガス回転釜の修繕」（９３，２８０円）について、修繕内容の

誤りに伴う契約変更手続を適切な時期に行っていなかった。また、修繕内容を

変更した結果、学校に配当されている予算を上回って発注していた。 

  誤った修繕内容で見積書を徴取し契約したことから、契約金額と修繕日数が

増えることが判明した４月５日までに契約変更の手続を行わなければならなか

ったが、履行完了後の７月１２日に手続を行っていた。また、修繕内容の変更

により契約金額が増額になり、予算を上回って発注していたことが判明し令達

予算の増額を申請していた。                （金町小学校） 
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イ 不経済な支出 

    令和４年度「小学校社会科副読本「のびゆく葛飾」訂正用シール印刷」 

   （８１，５１０円）について、副読本校正の際、誤りに気付かなかったため、修

正用シールを印刷する契約を行っていた。 

葛飾区予算事務規則第２条第３項では、「歳出予算は、支出の目的及び性質に 

     従い経済的かつ能率的に執行しなければならない。」とされている。訂正用シー 

     ルの印刷に要した経費は、極めて不経済な事務執行である。なお、令和３年度に

も同様の事例が見受けられたことから、再発防止に向けて、不適切な事務等が発

生しない事務処理手順及びチェック体制を構築されたい。      （学務課） 

 

ウ 兼用請書の紛失 

   令和４年度「画用紙他の購入」（１６８，００５円）ほか６件について、支出

命令に添付してある兼用請書、契約書等がコピーされたものだった。 

  支出命令の決裁に添付する兼用請書は、契約、検査、請求を兼ねた書類であり、 

履行があったことを確認するための重要な書類である。葛飾区文書取扱規程第 

２８条により、「文書等は、この章の規定に従い、整理し、保管し、及び保存し

なければならない。」とされ、さらに、同規程第３１条第 1 項では、「文書等の

保存年限は、別表文書保存年限設定基準に従い、次の区分により定めなければな

らない。」とされている。適正な文書管理に努め、不適切な文書管理のないよう

事務処理手順及びチェック体制を構築されたい。        （金町小学校） 

 

エ 支払い手続きの遅延（２件） 

   支払事務については、「支払遅延の防止及び支払処理の迅速化について」（平 

  成３０年２月１３日付け２９葛総契第６９９号総務部長及び会計管理者連名通知） 

  により、迅速な処理を行うこととされている。通知、規定に従った事務処理を遵 

  守するとともに、不適切な事務等が発生しない事務処理手順及びチェック体制を 

  構築し、履行確認及び適正な請求があった場合は、速やかに支払われたい。 

 

（ア）令和４年度①「フライ釜の修繕」（６５，７８０円）、②「フラッグフット

ボールミニの購入」（２８，５００円）について、それぞれ請求日から１０か 

月後、請求日から７か月後に支払っていた。 

このことから、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律第８条第１項」に

基づき、①は、１，２００円、②は、３００円の遅延利息をそれぞれの受注者

に支払っていた。                     （金町小学校） 

 

（イ）令和４年度「読売こども新聞の購読（１０・１１月分）」（１，１００円） 

      ほかについて、履行確認日から支払日まで４か月以上を要していた。 
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       また、1か月以上を要していたものが８件あり、いずれも支払手続を失念し  

      ていたことよるものである。さらに、契約手続きの遅延による事案において  

      も支払い手続きを遅延させていた。             （金町小学校） 

 

２ 意見・要望事項 

指摘とするまでには至らないが、是正や改善等が必要と思われる事例が見られたの

で次のとおり意見・要望を付する。 

 

（１）支出及び現金出納事務 

ア 支払い手続きの遅延 

    令和４年度総合的な学力向上事業講師謝礼（花の木小）において、実施から支  

   払手続までに７か月の期間を要していた。 

    支払手続の遅れは、予算執行上の事故にもつながりかねないものである。業務

の進行管理を徹底し、速やかに支払手続を行われたい。       （指導室） 

 

イ 立替払の事例（２件） 

立替払は、地方自治法及び同施行令並びに葛飾区会計事務規則に規定されてい 

     ない不適切な処理であり、公費と私費の混在は会計管理を誤らせる原因となるも 

     のである。適正な事務処理を行われたい。 

 

（ア）令和４年度生徒交通費（大道中）において、現金支払額ではなく、ＩＣカー 

      ド利用額で請求を行い、９６円の不足が生じ、立替払を行っていた。（指導室） 

 

（イ）令和５年度ふれあい学習施設使用料（綾瀬中）において、予約時間の錯誤に

より、１，２６０円の不足が生じ、立替払を行っていた。     （指導室） 

 

ウ 生徒宿泊費をクレジットカード支払いにより保護者が負担していた事例 

令和４年度の関東中学校水泳競技大会に係る生徒宿泊費において、クレジット 

     カード支払いにより、保護者が一時的に宿泊費を負担していた事例が見られた。 

   区が負担できる生徒宿泊費の支払手続きにおいては、学校及び保護者等との連携 

   を密にし、誤った支払い手続きが生じない取組を行うとともに、保護者に負担が 

   及ばない事務処理方法についても検討されたい。          （指導室） 

 

（２）契約事務 

ア 契約変更手続きの遅延（２件） 

   契約締結後、契約内容に変更の必要性が生じた場合には、発注者は受注者と協 

  議の上、契約の内容を変更することができるとされている。しかしながら、以下 
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  の２件の事例は、契約変更の手続が大幅に遅れていた。今後、このような事務処 

  理が行われることのないよう、契約事務に関する処理手順の確認を行うとともに、 

  チェック体制を強化されたい。 

 

（ア）令和４年度「高砂中学校美術室等教師用美術机ほかの購入」 

 （７，２１６，９４６円）について、誤った規格で仕様書を作成したまま執行 

 伺を起票、契約を締結し、令和５年３月１６日の契約管財課検査時に仕様の誤 

 りが判明したため、令和５年３月２２日になってから契約変更手続を行ってい 

 た。                             （学務課） 

 

（イ）令和４年度①「第７７回葛飾区民ふれあい駅伝競走大会 記録集計業務委 

託」（６４７，３９４円）②「キャプテン翼ＣＵＰかつしか２０２３ゆかりの 

地自治体参加者宿泊等旅行業務委託」（７，５２７，７２０円）について、① 

は、当初予定していた参加人数を下回り、受注者から請求書を受け取った際に 

契約金額が変更になっていたことに気づき、契約期間終了後に契約変更手続き 

を行っていた。②は、大会参加者数の変更、交通機関の変更や遅延に伴うスケ 

ジュールの変更などに伴い、複数の契約内容について変更が必要となり時間を 

要したことから、履行確認後に契約変更手続きを行っていた。 

（生涯スポーツ課） 

 

イ 支払手続きの遅延 

      令和４年度「第９回トランポリン交流大会用賞状印刷」（３６，９６０円）に 

     ついて、支払手続を失念し履行確認日から支払日まで４か月以上を要していた。 

支払事務については、「支払遅延の防止及び支払処理の迅速化について」（平 

     成３０年２月１３日付け２９葛総契第６９９号総務部長及び会計管理者連名通 

     知）により、迅速な処理を行うこととされている。履行確認及び適正な請求があ 

     った場合は、速やかに支払われたい。           (生涯スポーツ課) 

 

  ウ 短期間の納期設定（２件） 

    短期間の納期を設定する契約は、受注者に大きな負担を掛けるばかりでなく、 

   本来、受注できる事業者がその機会を逸し、また、契約金額を引き上げることに 

   もつながるものである。特に、バス借上げ契約については、バス借上げを予定し 

   ている日の概ね３か月前までに支出負担行為伺を起票することとされている契約 

   である。とりわけ、今回問題とした契約は、いずれも、受注者との調整に時間を 

   要する契約であることから、支出負担行為伺決裁前に発注したものと推定せざる 

   を得ない。 

      今後このような事務処理が行われることのないよう、計画的な契約事務を行わ 
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     れたい。 

   

（ア）令和５年度①「令和５年度実地踏査及び宿泊研修会バス借上げについて」 

      （１６２，９６０円）②「令和５年度女性子どもレクリエーションバス借上げ 

      について」（１０３，１００ 円）について、①は、契約日の３日後、②は、 

   １０日後に納期を設定し履行させていた。          （生涯学習課） 

 

（イ）令和４年度①「記念誌印刷」（２４９，４８０円）、②「図書６８冊購入」 

   （１０１，９２６円）について、①は、契約日の４日後、②は、契約日の翌日 

   を納期とする主管課契約を結び、履行させていた。     （綾南小学校） 

     

エ 分割発注（３件） 

    葛飾区契約事務規則第４条（別表第１）において、１件当たりの予定価格が 

 ３０万円以上の物品購入の契約は、契約管財課契約とされている。しかしながら、 

     以下の３件の事例は、契約業者、見積年月日等が同一であり、本来１契約として、契約 

管財課に契約締結依頼をすべきところ、あわせて３０万円以上の予定価格となるため、 

分割して主管課契約を行っていた。規則に基づき、適正な事務処理を行われたい。 

 

（ア）令和５年度①「トナーカートリッジ外４点購入」（１０１，７５０円）、② 

   「図書室トナー購入」（４４，５５０円）、③「マーチングキーボード購入」  

     （２４５，１９０円）について、同一事業者から同日に見積書を受領したにも 

     かかわらず、別々に契約し履行させていた。         （綾南小学校） 

 

（イ）令和４年度①「片袖机の購入」（２７７，２００円）、②「デスクマットの 

  購入」（４６，９６８円）について、同一事業者から同日に見積書を受領した 

  にもかかわらず、別々に契約し履行させていた。      （水元中学校） 

   

（ウ）令和５年度①「ハーモニーディレクター購入」（７４，０００円）、②「サ 

  クソフォンストラップ外購入」（２２９，０２０円）について、同一事業者か 

  ら同日に見積書を受領したにもかかわらず、別々に契約し納品させていた。  

(小松中学校） 

   

（３）収入事務 

ア  利用回数券及び現金領収証書の紛失 

学校施設等団体利用回数券（３，０００円分）及び付属する現金領収証書を１ 

     枚保管していなかった事例が見られた。 

   利用回数券は、金券としての性質があり、不正に利用される可能性もあること 
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  から、取扱い、保管には細心の注意を払われたい。       （教育総務課） 

 

イ 調定金額の誤り 

令和４年度の私立学童保育クラブ光熱水費等負担金の調定について、親メータ 

     の使用量の数値を誤って積算したため、７７，７５８円過少に徴収していた。 

     歳入の調定については、地方自治法施行令第１５４条第１項により、所属年度、 

     歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を誤っていないか、その他法令又は契 

     約に違反する事実がないかを調査し行うこととされている。調定額の算定にあた 

     っては、誤りのないよう確認を徹底するなど、適正な事務処理を行われたい。 

                                  （放課後支援課） 

 

  ウ 調定手続きの遅延（２件） 

教育財産使用料の徴収については、葛飾区行政財産使用料条例第６条により、 

     「区長が特別の理由があると認めるときを除き、使用料は、行政財産の使用の許 

     可を受けた者から、使用を開始する日までに、その全額を徴収する。」とされて 

     いる。使用料の徴収については条例に基づき適正な事務処理を行うとともに、い 

     ずれの調定手続きにおいても迅速に行われたい。 

     

    （ア）令和４年度の教育財産使用料（お花茶屋図書館 携帯電話アンテナ基地局設 

      置）について、令和５年１月２３日に使用許可の面積が変更になり、月額使用 

      料が増額となったにもかかわらず、その増額分を令和４年度に調定することな 

      く、令和５年度の教育財産使用料の調定伺を起票する際に、合算し請求してい 

      た。                            

       また、令和４年度の教育財産使用許可に伴う光熱水費（お花茶屋図書館 携 

帯電話アンテナ基地局電気料金）の調定手続が遅れて、令和５年９月２日に調

定伺の起票を行っていた。                 （中央図書館） 

 

  （イ）令和５年度の教育財産の使用許可に伴う使用料の調定手続が遅れて、令和

５年１０月１９日に調定伺の起票を行っていた。 

また、令和３年度の教育財産使用許可に伴う光熱水費（奥戸総合スポーツ

センター体育館内事務室電気料金）の調定手続が遅れて、令和４年１０月 

      １８日に調定伺の起票を行っていた。          （生涯スポーツ課） 

 

  （４）物品管理事務 

供用物品受払書の未作成等（１５件） 

郵券等の金券については、葛飾区物品管理規則第２１条第２項により、供用物品受払 

    書を備え、その使用状況を明らかにしておくこととされている。しかしながら、以下の 
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    事例については、郵券等を受領・保管しているにもかかわらず供用物品受払書を作成し 

    ていなかった事例、誤った年度繰越処理を行っていた事例、種別や枚数について誤った 

    記入を行っていた事例などであり、また、それらの不適正な事務処理が重複している事 

    例である。 

   供用物品受払書は、郵券等の受入れや払出し、使用の目的や現在の保有数を記帳する 

  ための帳簿であり、現物と定期的な照合を行うことにより、適正な管理が行われるもの 

  である。規則に基づき適正な事務処理を行われたい。 

    

ア 令和４年度供用物品受払書について、自動車重量税印紙（２００円、３００円、 

  １，０００円、３，０００円、５，０００円、１０，０００円）分を作成してい 

  なかった。                         （教育総務課） 

 

  イ 令和４年度供用物品受払書について、１月６日に５００円図書カード６５枚を 

   受け入れたが１月４日に受け入れと記帳していた。また、３月３１日に購入した、 

   ５００円図書カード７５０枚を、同日１枚払い出すのみで残数７４９枚を次年度 

   へ繰り越していたほか、同様の事例が 1件あった。さらに、５０円はがき２８枚 

   について、令和元年度以降使用することなく保管していたほか、同様の事例が４ 

   件あった。                         （地域教育課） 

 

ウ 令和４年度の供用物品受払書について、４月１日に各種切手を前年度から繰り 

 越したが受入数を記帳しておらず、年度末に翌年度への繰り越しをしていなかっ 

 たほか、年度締めの処理を鉛筆で行っていた。記帳誤りに訂正印が無いことを含 

 め、これらは全て令和４年度定期監査で口頭注意事項としたものであるが、全く 

 改善していなかった。 

    令和５年度の供用物品受払書については、各種切手を前年度から繰り越した 

   が、受入日を４月３日と記帳していたほか、前年度から繰り越した受入数を記帳 

   していなかった。また、１２０円切手を４月中に１枚払い出したが、月日を記帳 

   していなかった。                     （生涯学習課） 

 

エ 令和４年度供用物品受払書について、６２円はがき及び３７０円レターパック 

 ライト分を作成していなかった。 

   令和５年度供用物品受払書については、６２円はがき分を作成していなかっ 

   た。                           （道上小学校） 

 

オ 令和４年度供用物品受払書について、１００円往復はがき及び３７０円レター 

 パックライト分を作成していなかったほか、用途・残高数等の記帳及び受領印・ 

 訂正印漏れが多数あった。 
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    令和５年度供用物品受払書については、１００円往復はがき及び３７０円レタ 

   ーパックライト分を作成していなかったほか、用途・残高数等の記帳及び受領印 

   ・訂正印漏れが多数あった。また、監査実施日現在の５円切手（青少年委員推薦 

   用）の残高を実枚数より４枚多く記帳していた。       （金町小学校） 

 

カ 令和４年度供用物品受払書について、図書カード（５００円、１，０００円）

分を作成していなかった。 

  令和５年度供用物品受払書について、図書カード（５００円、１，０００円）

を１８枚ずつ受け入れたが、受入月日や用途の記帳及び押印をしていなかった。 

（青戸小学校） 

 

 キ 令和４年度供用物品受払書について、図書カード（５００円、１，０００円） 

  分を作成していなかった。 

    令和５年度供用物品受払書については、監査実施日現在の５００円図書カード 

   及び１，０００円図書カードの残高を実枚数より１枚ずつ多く記帳していた（払 

   い出し１枚ずつの記帳漏れ）ほか、訂正印漏れが多くあり、図書カード分につい 

   ては鉛筆による記帳、受領印漏れが複数あった。       （亀青小学校） 

 

 ク 周年行事用の供用物品受払書を年度ごとに作成していなかった。（令和３年

度から継続して令和４年度の記帳をしていた） 

令和４年度供用物品受払書について、学校運営用の切手（６３円１０枚、 

  ２１０円１０枚、３７０円レターパックライト５枚）を学務課から受領していた 

  が受け入れを記帳していなかった。（監査実施日現在の残高数と実枚数は一致） 

  さらに、図書カード（５００円、１，０００円）分の記帳誤りを修正液で訂正し 

  ていた。 

    令和５年度供用物品受払書については、１０月４日に周年行事用の残高数全部 

   を学校運営用に受け入れたが、周年行事用の受払書を作成していなかった。 

   （学校運営用の受入数のみ記帳）また、受け入れた６３円はがき１５２枚を、 

   ５０円はがき（２枚の残高あり）の受払書に記帳していた。 （木根川小学校） 

 

ケ 令和４年度供用物品受払書について、前年度から繰り越した郵券等があるにも 

 関わらず４月から８月までの受払書を作成していなかった。２月１５日に１００ 

円切手６枚を払い出したが７枚払い出しと記帳していたほか、１０円切手１枚の 

受け入れを記帳していなかった。 

    令和５年度供用物品受払書については、監査実施日現在の３７０円レターパッ 

   クライト及び８４円切手の残高を実枚数よりそれぞれ１枚多く記帳していた。 

   （３７０円レターパックライト 1枚の払い出し記帳漏れ及び８４円切手１９枚を 
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   払い出した内の１枚が未使用で戻され受け入れた分の記帳漏れ） 

（西小菅小学校） 

コ 令和５年度供用物品受払書について、監査実施日現在の３７０円レターパック 

  ライトの残高数を実枚数より４枚少なく記帳していた。（前年度末の寄贈による 

  受け入れ記帳漏れ）                     （上小松小学校） 

 

サ 令和４年度供用物品受払書（周年行事用）について、全く作成していなかった 

 （切手（６３円及び８４円））               （幸田小学校） 

 

シ 令和５年度供用物品受払書について、５２０円レターパックプラス分を作成し 

 ていなかったほか、修正液等使用、用途・残高数等の記帳及び受領印・訂正印漏 

 れが多数あった。                     （水元中学校） 

 

ス 令和５年度供用物品受払書（学校運営用）について、５２０円レターパックプ 

 ラス分を作成していなかった。また、同受払書（成績一覧送付用）を全く作成し 

 ていなかった。（切手（２円、１０円、２０円、８４円、１００円、１２０円及 

 び及び２８０円））                    （綾瀬中学校） 

 

セ 学校運営用の５円切手について、令和４年度供用物品受払書の３月末残高は 

 ２９枚と記帳しているが、令和５年度供用物品受払書の４月１日に前年度からの 

 繰り越しとして２７枚受け入れたと記帳していた。（３月２０日払い出し２枚 

の記帳漏れ）                       （大道中学校） 

 

ソ 令和５年度供用物品受払書（職場体験用）について、監査実施日現在の１０円 

 切手の残高を実枚数より１枚多く記帳していた。（払い出し１枚の記帳漏れ）ま 

     た、同受払書（成績一覧用）について、全く作成していなかった。（切手（１円、 

 ２円、５円、１０円、８４円、１２０円、２１０円、２６０円、３２０円）及び 

 ５２０円レターパックプラス）               （小松中学校） 

 

（５）学校施設等管理 

     薬品の残量と薬品管理簿の不一致 

     塩酸や水酸化ナトリウム、硫酸の残量と薬品管理簿の数量が記録されていない事 

    例や一致していない事例が見受けられた。 

塩酸や水酸化ナトリウム、硫酸はいずれも劇物である。残量について購入時や使 

    用時には必ず管理簿に記載するなど、適正な管理を行われたい。         

（亀青小学校、青戸小学校、綾南小学校、西小菅小学校、上小松小学校、綾瀬中学 

校） 
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第３ まとめ  

 

  令和５年度第２回定期監査は、教育委員会事務局及び図書館、小・中学校１６校を対象

に実施した。事務事業全般については、概ね適正に執行されていたと認められるものの、

一部に不適正な事例が見られ、指摘とした事例が１０件、意見・要望とした事例が３７件

となり、前回との比較においては、わずかに増加する結果となった。 

  

【参考】昨年度（前回）結果との比較 

評 価 令和５年度 Ａ 令和４年度 Ｂ 差引 Ａ－Ｂ 

指摘事項 
５件 

５件  

２件 

７件  

３件  

－２件 

意見・要望事項 
１５件 

２２件 

１０件 

２６件 

５件 

－４件 

計 
２０件 

２７件 

１２件 

３３件 

８件 

－６件 

総計 ４７件 ４５件 ２件 

 

    ※下段の数字は、学校の数値 

    ※「令和４年度Ｂ」欄の下段（学校分）については、前回（平成３０年度）の数値 

 

  指摘とした事例は、支出手続きの遅延に伴う過年度支出、契約手続を行う前の発注等、

再度の印刷に伴う不経済な支出、支払手続きの遅延であり、いずれも、財務事務を行う上

で重要かつ慎重な取扱いが求められる事例である。 

  また、意見・要望事項としたのは、立替払、短期間の納期設定、分割発注、調定手続の

遅延、供用物品受払書の未作成等、薬品管理簿の残量の記載漏れなどであり、担当職員の

認識不足や不注意などから不適切な事務処理が見られた事例である。 

  このうち、特に注意していただきたい事例について次に記述する。 

   

一つ目は、支払手続き遅延の事例である。支払手続きの遅延は、支払いを受ける者の負 

 担を継続させ、事業や企業経営を不安定化させるものであり、区の信頼を揺るがし、会計

年度独立の原則に反する危険性をはらむ行為である。中でも、契約に基づく支払手続きの

遅延においては、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」により、厳しく規定されて

おり、区では、平成３０年２月１３日付け２９葛総契第６９９号「支払遅延の防止及び支

払処理の迅速化について」において、迅速な支払いに取り組むよう通知されるほど、重要

な手続きの一つである。 

支払いを受ける者へ不要な負担や不安を強いることにならない、迅速な手続きを励行さ  
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 れたい。 

 

  二つ目は、収入事務の不適正事例についてである。区では、高騰する物価高対策や新型

コロナウィルス感染症対策を実施しつつ、公共施設整備や街づくり事業なども着実に進め

るため、基金からの繰入れも行いながら財源確保に努めている。こうした中で、長年の帳

票管理の習慣に起因する注意不足や、事務処理の失念といった基本的な事務処理ミスによ

り、歳入確保の原資となる帳票の紛失や調定金額の誤り、手続きの遅れを生んだことは極

めて不適切である。歳出事務のみならず、歳入事務の重要性を十分理解し、確実かつ計画

的な事務処理に努められたい。 

 

  三つめは、昨年度の定期監査において供用物品受払書の記載不備に関して改善を要求し

たにも関わらず、不適切な状態を放置し、改善に取り組まず、結果、同様の誤りが今回も

確認された事例である。事務処理の誤りについてはもちろん問題であるが、強制力こそな

いとはいえ、監査に伴い適正な事務処理に努めるよう注意喚起した内容を無視し、誤った

事務処理を繰り返すこととなった本事例は、他の事務処理にも波及し、区に大きな損害を

与える事態を生み出しかねない極めて忌々しき事例である。 

  監査は、各所管が実施している事務が、地方自治法第２条第１４項から第１６項の規定

に則して、最小の経費で最大の効果を挙げるように努めているか、また、常にその組織及

び運営の合理化に努めているか、さらに、法令に基づいて適正に事務を行っているか等に

ついて、同法第１９９条の規定に基づき実施しているものである。これらの規定に基づき

実施された監査において改善要求した事例について放置し、誤りを繰り返す行為は、極め

て怠慢な行為と言わざるを得ず、地方公務員法第３２条「職員は、その職務を遂行するに

当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、

且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。」とする規定に反する問題と

も考えられる。  

  個々の職員においては、所属における監査結果についてはもちろんであるが、他の所管

において誤りがあった事務処理内容についても確認を行い、適切な事務処理方法について

の理解を深め、誤りがあった場合は、即時改善に取り組むよう努められたい。管理監督職

においては、こうした行為を起こさない職員の育成や、問題を発生させない職場環境づく

りに全力で取り組むよう求める。 

 

  その他、指摘事項、意見・要望事項以外にも現金出納簿の記帳漏れや、契約書類の不備、

旅行時間の誤りなど多数の経過観察を要する事例が認められた。 

 

  また、学校における実地監査においては、各学校ごとに東京都や区の指定を受けた取組

を実践するなど学力向上に向けた取組をはじめ、自己肯定感や自尊心などを高める取組な

ど特色ある教育に努力を重ねている。とりわけ、地域との協働による取組においては、野
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菜の栽培、花壇や校庭の環境維持などの取組を実践している学校が見られ、児童・生徒と

地域のつながりを育み、良好な学習環境を整えることにとどまらず、学校を核とした地域

の活性化や安心・安全の維持などにもつながっていることが確認された。 

いずれの学校においても引き続き、児童・生徒の学力向上や健全な成長への取組に努め

ていただきたい。 

 

  今年度、区では不適切な業務執行事案の未然防止や被害の拡大防止に向けたリスクマネ

ジメント制度を導入し、事故・事件の情報は全庁において情報共有が図られる環境の整備

を進め、職員のリスク回避に向けた意識啓発に取り組んでいる。また、予算執行の適正化

を図るため、全庁で活用できるフレキシブルな執行管理表を作成し、確実な管理が計られ

る環境整備にも取り組んでいることから、これらによる適正な事務執行への効果を期待し

たい。 
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別表 

監 査 実 施 箇 所 一 覧 

 

 

 

 

 

区   分 実 施 箇 所 

教 育 委 員会 事務 局 

教育総務課 学務課 指導室 地域教育課 放課後支援課 
 
 
生涯学習課 生涯スポーツ課 

 
 
図書館（中央、亀有、水元） 

小 学 校 

高砂 亀青 道上 金町 半田 青戸 木根川 綾南   

中 学 校 水元 奥戸 綾瀬 大道 小松 

西小菅 上小松 幸田   


